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２０１０（平成２２）年３月１０日 

放送と人権等権利に関する委員会決定 第４３号 

 

権利侵害申立てに関する委員会決定 

 

 

申 立 人  北朝鮮による拉致被害者家族連絡会（代表 飯塚繁雄) 

被申立人  株式会社テレビ朝日 

 

苦情の対象となった番組 

『朝まで生テレビ！』(毎月最終金曜日２５時２５分～２８時２５分) 

 放送日時  ①２００９年４月２４日２７時１５分頃から約５分間 

            ②２００９年５月２９日２５時２９分頃から約２分間 

 

本決定の概要 

 

(決定の概要) 

 テレビ朝日（以下「局」または「被申立人」という）の制作によるニュース討論番

組『朝まで生テレビ！』は、２００９年４月２４日深夜、「激論 日本の安全保障と外

交」とのテーマで、北朝鮮ミサイル問題を入り口に日本の安全保障や外交について各

界専門家による約３時間にわたる議論を放送した。 

 この中で司会者のジャーナリスト田原総一朗氏は拉致問題に触れ、横田めぐみさん

と有本恵子さんの名前を挙げて「外務省も生きていないことは分かっている」と発言

するとともに、拉致問題に関する言論が拉致被害者の生死に触れることをタブー視す

る閉塞状態に陥っていることを指摘し、そのような見方にとらわれた政府の方針を批

判する趣旨の意見を展開した。 

 「北朝鮮による拉致被害者家族連絡会」(以下、｢家族会｣という)は、田原氏のこの

ような発言は人の生死にかかわる安易な発言であって、家族の心情を傷つけ、名誉毀

損やプライバシー侵害以上の最も重大な人権侵害であるとともに、政府の基本方針を

批判し、誤まったメッセージを発したことによって救出運動を妨害し、ひいては拉致

被害者の人命にもかかわる最も重大な人権侵害である等として、局に対し、田原氏の

発言の撤回と謝罪、田原氏の司会者としての起用の見直しなどを求め、放送と人権等

権利に関する委員会（以下「委員会」という）に救済を申し立てた。 

 委員会は、田原氏の発言について以下の通り判断した。 
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 番組中で田原氏が、生死の確証のない２人の拉致被害者について、実体的根拠を示

すことなく「生きていない」と断定的に述べたことは、家族にとって耐え難い苦痛で

ある。田原氏の発言が家族の心情を深く害し、強い不快の念を抱かせたものであるこ

とは疑いがない。拉致被害者の救出に全力で取り組んでいる家族の心情に対しあまり

に配慮に欠ける表現であった点において不適切であった。 

 しかし、田原氏の発言全体について見れば、拉致問題についての言論が閉塞状況に

あり、そのことが拉致問題の解決を妨げているとの認識のもとに、そのような状況を

打開するためあえて批判と苦言を呈したという発言意図に照らせば、その発言が家族

の心情を深く害し、強い不快の念を抱かせたものであったとしても、論評全体として

は、言論の自由の範囲内にあるものとして許容されるべきである。 

 異論が提起されることによって自らの立場が否定されたとの不快の念を抱く場合が

あったとしても、メディアの世界における自由な言論は保障されなければならない。 

 田原氏の発言に関する局の責任としては、名前を特定した２人の拉致被害者につい

て、根拠を示すことなく「生きていない」と断定し、被害者家族の心情を無視した不

適切な発言に対する対応のあり方の問題に限られる。 

 局は番組終了後、田原氏からの事情聴取や局としての独自の取材によって上記のよ

うな事実が確認できなかったことを認め、二度にわたって謝罪しているから一応必要

な措置を講じていると認められる。しかし、問題の深刻さを考えれば謝罪に関しては

より迅速かつ適切な方法をとるべきであった。この点において放送倫理上の問題があ

ったと判断し、報道に対する信頼が確保されるよう一層の努力を求めることとした。 

 

 

(決定の構成) 

 本委員会決定は以下の構成をとっている。 

 

Ⅰ．事案の内容と経緯 

  １．申立てに至る経緯 

  ２．放送の概要 

  ３．申立人の申立ての要旨 

  ４．被申立人の答弁の要旨 

Ⅱ．委員会の判断 

  １．田原発言に対する評価 

  ２．田原発言に対する局の対応と責任 

Ⅲ．結論 

Ⅳ．審理経過 
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Ⅰ．事案の内容と経緯 

 

１．申立てに至る経緯 

(1) テレビ朝日は２００９年４月２４日深夜、ニュース討論番組『朝まで生テレビ!』

において「激論 日本の安全保障と外交」を放送した。北朝鮮ミサイル問題を入り口

に日本の安全保障や外交について各界専門家が３時間にわたり議論したが、この中で

司会者のジャーナリスト田原総一朗氏は拉致問題に触れ、横田めぐみさんと有本恵子

さんの名前を挙げて「外務省も生きていないことは分かっている」などと発言した。 

 この発言について、拉致被害者の家族で組織する家族会と、その支援団体である「北

朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会」(以下、｢救う会｣という)は５

月１１日、テレビ朝日と田原氏に対し「何の根拠もないまま２人を生きていないと話

した」などと抗議した。 

(2) テレビ朝日は５月１５日付で番組プロデューサー名の回答書面を送り、｢番組と

して確認されていない内容が生放送されたことにより、拉致被害者の救出に全力で取

り組んでおられるご家族ならびに関係者の方々に『拉致被害者がすでに亡くなってい

るように扱った』とのご不快の念を抱かせてしまったことにつきましては、本意では

ないとはいえ番組責任者としてまことに申し訳なく存じております｣としてお詫びした。 

 また、田原氏は５月２１日付で文書を送付し、「これはまことに乱暴な言いかたでし

て、拉致被害者の救出に全力で取り組んでおられるご家族ならびに関係者の方々にご

不快の念を抱かせ、お心を傷つけましたことを心からお詫び申し上げます」と謝罪す

るとともに、「日朝交渉が暗礁に乗り上げているのは、北朝鮮はもちろんですが、日本

側も本格的な話し合いのテーブルにつこうとしない事に要因があるという問題提起の

つもりで発言したのでした。外務省幹部から『８人の拉致被害者が生きていることを

前提にした交渉には限界がある』ということを聞かされたのです。こうした意味の言

葉を何通りも聞かされていて、私は、『朝まで生テレビ！』で発言したように判断した

わけです。」、「そして情報源をお教えできないことを幾重にもお詫び申し上げなけれ

ばなりません。情報源を明かさないことを“根拠なし”と判断されることに不満はあ

りません」と釈明した。 

 しかし、家族会と救う会は５月２２日、「“乱暴”などという表現では済まされない

人命軽視の暴言であり、重大な人権侵害である」とする共同声明を出し、ＢＰＯへの

提訴も検討すると表明した。 

(3) ５月２９日深夜、田原氏は『朝まで生テレビ！』の冒頭で、「これはきちんと説

明をしない言い方で本当に申し訳ありませんでした。実は、外務官僚への取材で『８

人の拉致被害者を全員返すということを前提にした交渉には限界がある』ということ

を聞きまして、それがこういう言い方をしたもので、誤解を招いたかもしれません。
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拉致被害者の救出に全力で取り組んでおられるご家族ならびに関係者の方々にご不快

の念を抱かせ、お心を傷つけましたことを心からお詫び申し上げます」と改めて謝罪

と釈明を行った。 

 これに引き続いてテレビ朝日も、「テレビ朝日としても、拉致被害者の方々が亡くな

っているというような事実は全く確認をしておりません。救出に全力で取り組んでい

るご家族ならびに関係者の皆様に、ご不快の念を抱かせましたことを心よりお詫び申

し上げます」とお詫びした 

 しかし、家族会と救う会は６月２日、「番組でなされたのは謝罪でも発言の取り消し

でもない」として再び抗議声明を出し、８日後の６月１０日、委員会に申立書を提出

した。申立書提出後、当事者間で話し合いの場が持たれたが事態に進展はなく、申立

人らは改めて審理の開始を要請した。 

(4) このため委員会は局側から交渉の経緯と見解について提出を求めた上、８月４日

の第１５１回委員会で審理入りするかどうかについて検討した。その結果、本件を家

族会からの申立て事案として審理入りすることを決定した。支援団体である救う会に

ついては、委員会運営規則第５条(6)「苦情を申し立てることができる者は、その放送

により権利の侵害を受けた個人またはその直接の利害関係人を原則とする」等の規定

に照らし、直接の利害関係人とは見なされないとした。 

 また、田原氏の発言をめぐっては、７月１６日に家族会の一員である有本恵子さん

の両親が田原氏自身を相手取り神戸地方裁判所に慰謝料請求訴訟を起こしたが、委員

会は、本件申立てはテレビ朝日を相手とするものであり、｢裁判で係争中の事案は取り

扱わない｣と定めた委員会運営規則第５条(5)のケースには該当せず、審理入りの妨げ

にはならないと判断した。 

 

２．放送の概要 

(1) ４月２４日深夜の放送 

 番組の開始から約２時間近く経過した２７時１５分頃、田原氏は米朝交渉の経緯を

記したフリップを取り出しながら、｢これを言うのはよそうと思っていたんだけれど、

あえて言いますとね｣と前置きし、以下のように続けた。 

 

田原 さっき言いました、ブッシュ大統領が｢テロ支援国家｣を解除したと。私はこの

ときに外務省のナンバー２だかナンバー３に「これは、日本は拉致問題がある

のにこんなテロ支援国家の指定を解除するというのは日本に対する裏切りじ

ゃないか」と言った。そうしたら、名前言うと悪いから名前は言わないけれど、

｢実はそうじゃない｣と。｢アメリカは日本に呆れ返ったんだ｣と。｢呆れ返った

とは何だ｣と聞いたら、２００７年の１月に、ベルリンでヒルとキム・ケガン
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が会って、ここからアメリカは圧力から対話に変わったんですよ。アモイの銀

行の話もあるし－。 

Ａ氏 マカオ。 

田原 マカオ、マカオ。ごめんなさい。それで、こういうことやったと。それで「呆

れ返ったとは何だ」と言うと、要するに｢ベルリンの２００７年の１月のこの

対話から日本に対して１年間、時間をくれた。『拉致問題をきちんと交渉しろ』

と。ところが、日本はついに交渉ができなかった。だからアメリカは呆れてテ

ロ支援国家解除したんだ｣とこう言っているわけです。 

Ｂ氏 それ、何でできなかった？ 

Ｃ氏 それはね－  

田原 何でできなかったかハッキリしてる。つまり、まともに交渉するということは

ね、日本は、山本さんなんか典型だけれども、横田めぐみさんと有本恵子さん

は生きている前提でやっているわけ。ところが、北朝鮮は繰り返し生きていな

いと言っているわけ。それで外務省も生きていないことは分っているわけ。と

ころがね、生きていないという交渉をやると山本さんたちからこてんぱんにや

られる。田中均が、ね、爆発物を投げ込まれたじゃない。僕は、福田さんにも

言ったんだよ。「あなた、命がけでやれ」と言ったら－。 

Ａ氏 福田さんはやろうとした？ 

田原 やんなかった。 

 

 番組はこの後、小泉訪朝の評価をめぐる議論に続き、横田めぐみさんのものとして

返還された遺骨の鑑定をめぐる経緯について田原氏が語り、ＣＭに移る。田原氏発言

の冒頭からＣＭが流れるまでの間は約５分間。 

 

(2) ５月２９日深夜の放送 

 ２５時２０分にスタートし出演者の紹介などがあった後、２５時２９分頃、渡辺ア

ナウンサーら二人が映し出される。渡辺アナウンサーが「こんばんは。討論に入りま

す前に、先月２４日の『朝まで生テレビ！』での拉致問題に関します田原さんの発言

につきまして田原さんから説明があります。お願いします」と切り出した。 

 

田原 渡辺さん先にやるんじゃないの？ 

渡辺 田原さんどうぞ。 

田原 あぁそうですか、はい。田原総一朗です。前回の放送で私が、拉致被害者の方々

について｢外務省も生きていないことは分っている｣という旨の発言を致しま

した。いっぱいクレームをいただきました。これはきちんと説明しない言い方
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で本当に申し訳ありませんでした。実は、外務官僚への取材で「８人の被害者

を全員返すということを前提にした交渉には限界がある」ということを聞きま

して、それがこういう言い方をしたもので誤解を招いたかもしれません。拉致

被害者の救出に全力で取り組んでおられるご家族、ならびに関係者の方々にご

不快な念を抱かせ、お心を傷つけたことを心からお詫び申し上げます。 

渡辺さんどうぞ。 

渡辺 テレビ朝日としてもですね、拉致被害者の方々が亡くなっているというような

事実は全く確認しておりません。 

田原 僕が言ったんだよ。テレビ朝日じゃなく僕が言った。 

渡辺 はい。救出に全力で取り組んでいるご家族ならびに関係者の皆様にですね、ご

不快の念を抱かせましたことを深く心よりお詫び申し上げます。そして、視聴

者の方々の誤解を招きましたことにつきましても心よりお詫び申し上げます。

大変申し訳ありませんでした。 

田原 繰り返し言います。外務官僚への取材で「８人の拉致被害者全員を返すことを

前提にした交渉は限界がある」ということを聞いてね、それをきちんと説明を

しなかったことは大変申し訳ないと思っています。 

 

３．申立人の申立ての要旨 

(1）人権侵害 

ア 田原氏は、日本政府ですら確認ができない拉致被害者の生死に関する情報につい

て、公共の電波で何の根拠もなく｢生きていない｣と発言した。この発言は、公共の電

波を利用し、視聴者に大きな誤解を与え、国民に「死亡の証拠がない以上生存を前提

として北朝鮮と交渉をする」という政府の基本方針に疑念を生じさせ、北朝鮮に対し、

「拉致被害者を返さなくてもいい」という間違ったメッセージを発信した。 

イ 生存を信じて救出運動に取り組んでいる横田･有本夫妻をはじめとする被害者家

族の心を傷つけ、関係者を憤慨させた。視聴者にも大きな誤解を与えた。また、家族

会などが過激な行動で異論を封じ、外務省の交渉をやりにくくしているかの発言を行

い、国民の間に誤解を広げるとともに救出運動を妨害した。 

ウ 人の生死に関わる安易な発言は名誉毀損やプライバシーの侵害以上に、最も重大

な人権侵害である。 

 

(2) 放送倫理の問題 

 ア 田原氏は、「外務省も生きていないことは分かっている」「生きていない交渉

（死亡を前提とした交渉）が行えないのは、生存を信じる人々が異論を封じているた

めである」という趣旨の発言を行い、視聴者に著しい誤解を与えた。 
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 イ 局は、拉致被害者の生死に関する問題について「番組として確認できていない

内容が生放送された」と認識している。田原氏は、外務省幹部からの伝聞情報なるも

のについて、文書と放送において内容の異なる２つの説明を行ったうえ、謝罪も発言

の取り消しも行っていない。 

 ウ 今後も田原氏が司会をするのであれば、様々な課題について公正な議論ができ

ず、再び重大な人権侵害が引き起こされる懸念がある。 

  

(3) 局への要求 

①｢生きていない｣という発言の、放送での撤回と謝罪。田原氏と番組責任者への問責 

②｢生きていない｣と発言した具体的な根拠を、放送を通じて示すこと 

③家族会等について誤解を与えた発言の、放送での撤回と謝罪。田原氏と番組責任者

への問責 

④外務省幹部から聞いたとする２つの異なる発言について田原氏に事実確認すること 

⑤田原氏を司会者として使い続けることの見直し 

⑥外務省幹部は取材と発言内容を否定しているため、田原氏にいつ聞いたか確認すること 

 

４．被申立人の答弁の要旨 

(1) 人権侵害について 

 被申立人としては、人権侵害かどうか以前の問題として、人の生死に関し社として

確認できていない内容が生放送されたことにより、拉致被害者のご家族や関係者にご

不快の念を抱かせ、視聴者の誤解を招いたことをまことに申し訳なく存じている。そ

のため、翌回の５月２９日深夜に当社および田原氏の｢お詫び｣を放送した。 

 

(2) 放送倫理の問題について 

 田原氏からは、発言内容、取材概要と経緯について複数回にわたり聞き取りを行っ

た。しかし被申立人としては発言を根拠あるものとして認識するに至らなかった。田

原氏は「家族会の方々などに不快な思いを抱かせ大変申し訳なく思っている。しかし

取材した内容は事実だ」としている。田原氏には、独自取材に基づく発言の際は内容

にくれぐれも慎重を期してほしい旨、強く申し入れた。 

 

(3) 局への要求について 

 被申立人としては拉致被害者が生きていないという事実は確認していないし、その

立場にも立たないことを表明してきた。また、放送での謝罪については５月２９日の

当該番組内でお詫びした。さらに、田原氏にも発言の真意を説明するよう求め、その

場を提供した。現段階で被申立人にできることはこの３点に留まると受け止めている。 
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Ⅱ．委員会の判断 

 委員会は本件放送の録画を視聴したうえで、申立人、被申立人から提出された申立

書、答弁書、反論書、再答弁書、関連資料等を検討し、さらに両者へのヒアリングを

経て、以下の判断に至った。 

 なお、申立人が番組責任者への問責や番組司会者の降板などを求める点については、

放送局の人事に関わる事項であり、放送局の自律に属することであって、委員会はも

とより外部から介入するべきことではないので判断は示さないこととする。 

   

１．田原発言に対する評価 

 本件は、田原氏の発言は局としての発言ではないので、出演者の発言について局が

どこまで責任を負うべきかが問題になるケースである。このことについては、「２．田

原発言に対する局の対応と責任」において詳細に検討するが、まず、本件放送を行っ

た局の責任を検討する前提として、田原氏の発言にどのような問題があったかについ

て判断する。 

 

(1)  申立ての趣旨について 

 本件申立ては、人権侵害に関しては、前記Ⅰ．３．(1)に要約されているが、その内

容としては次の２つの申立てが複合したものと理解する。 

 ア 「外務省も生きていないことは分かっている」と、横田めぐみさんと有本恵子

さんの二人の名前をあげて、根拠を示すことなく生きていないと断定した発言は、生

存を信じ、救出に望みをつないで懸命に運動している申立人家族会、特に名指しをさ

れた横田めぐみさん、有本恵子さんの家族の心情を直接的に傷つけたことによって、

名誉、プライバシーの侵害以上に最も重大な人権侵害であるとの申立て（以下「第１

の申立て」という） 

 イ 「上記発言を含む本件論評全体」が、上記アの問題があることはもちろんであ

るが、政治的発言としての側面において、拉致被害者の生死が何ら確認されていない

以上、全員生存を前提とし、北朝鮮当局に全員の返還を求めていくという確定した政

府の基本方針に疑念を生じさせ、申立人を含む運動組織による運動を妨害し、国民世

論を誤導し、ひいては北朝鮮に、「全員返さなくてもよい」と受け取られかねない誤っ

たメッセージを発したもので、このような人の生死にかかわる安易な発言は、名誉や

プライバシーの侵害以上に最も重大な人権侵害であるとの申立て（以下「第２の申立

て」という） 
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(2）委員会の判断 

 ア 上記第１の申立てについて 

 「外務省も生きていないことは分かっている」との発言自体については、申立人も、

それが直接に名誉侵害、プライバシー侵害に該当する問題とするのではなく、それよ

りも重大な人権侵害であると主張しているものと理解する。委員会としても、安否が

確認されていない拉致被害者についての本件のような発言によって、家族が精神的苦

痛を受けたことは十分に理解できる。しかし、根拠を示すことなく「生きていない」

と断定した発言によって精神的な苦痛を与えられたとき、それが法的な評価としてい

かなる権利が侵害されたと言えるのか、またその程度をどう評価するかについては、

これまで司法の場においても評価が定まっていない。委員会は、その役割からいって

法的に精緻な議論を行う場ではないから、こうした問題について確定した判断をする

ことは必ずしも適切ではないと考える。 

 しかし以下に述べる通り、本件発言は、名前を特定して根拠を示すことなく拉致被

害者が｢生きていない｣と断定したという一点において、少なくとも、肉親である拉致

被害者家族など関係者の心情を深く害する不適切な発言であったと言わざるをえない。 

 まず、外務省の高官というのみで、情報源は明らかにできないとしても、その情報

源からの取材結果を含め、田原氏が独自取材によって得た情報を総合した結果として

「生きていない」と断定的に発言したというのであれば、その実体的な根拠を示すの

が相当である。示せない、あるいは示さないというのであればそのような断定的な表

現はすべきではなかった。 

 次に、放送後の田原氏の説明の内容であるが、外務省高官から得たという情報につ

いても、５月２９日の番組冒頭での釈明では、「８人の拉致被害者全員を返すことを前

提にした交渉には限界がある」ということだったと説明したが、それに先立つ５月２

１日付文書による釈明では「８人の拉致被害者が生きていることを前提にした交渉に

は限界がある」という内容であったと述べている。この二つの釈明には食い違いがあ

る。しかも、本件番組中での発言は、特定の二人について「外務省も生きていないこ

とは分かっている」と述べているのであるから、上記のいずれの釈明よりも「二人が

亡くなっている」点を強調する言い方になっている。結果として田原氏は、本来家族

の心情を慮って発言するべきであるのに、実際には逆に、家族の心情をより害する表

現を採用している。 

 本来慎重に行われるべきであった説明において、田原氏が取材結果についてこのよ

うに食い違った釈明をしていること、またそのいずれもが放送中に行われた本件発言

の根拠を示していないことから、被害者家族らが受けた精神的苦痛を和らげるものと

はなっていないし、不信感をより増幅させる結果になっている。 
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 イ 上記第２の申立てについて 

 申立人は、田原氏の発言全体が、拉致被害者の無事救出を目指す政府の基本方針に

疑念を生じさせるものであり、国民世論を誤導するような見解を公共の電波を使って

公にしたものであって許せないとする。 

 これに対し田原氏は、異論をタブー視する言論状況を危険なものと認識し、あえて

問題提起をしたと答えている。 

 本件審理の過程において提出された田原氏の見解によると「発言の真意は、拉致被

害者の方々が亡くなっている可能性について正面から発言することをタブー視する空

気が強い状況のなか、私の取材と様々な事実を踏まえた中で、『日本の政府や外務省が

なぜ本気の交渉をしないのか、世論が怖いから本格的交渉ができなかったというので

は、拉致被害者の家族の方々に対しても、国民に対しても無責任きわまりない。もっ

と本気の交渉をやるべきだ』という点にあった」というのである。そして、「拉致被害

者の方々が亡くなっている可能性について正面から発言することをタブー視する強い

状況がある」と認識した田原氏が、「タブー視されている言論を真剣な思いで行ってい

る」というのである。 

 委員会は、田原氏のこの説明によっても「外務省も生きていないことは分かってい

る」とする本件発言を正当化できるとは考えない。 

 しかし、一般論からいえば、政治的な問題について、報道機関として自由闊達な議

論と多様な観点からの論評を展開することは、むしろ報道機関としての中心的な使命

というべきであり、政府の基本方針を批判することも、政治を真に国民の立場から検

証していく上で、報道機関に課せられた重要な使命である。言論によってあるべき政

策を形成し、是正することは民主主義社会が備えるべき属性であり、報道機関の存在

意義であるといってよい。 

 そのありようはまた多様であってよく、討論番組についていえば、十分に事前準備

をした討論もあれば、意見を異にする出演者による自由闊達な議論もある。またバラ

エティ番組として構成される場合もあるであろう。言論の自由は原則として制約され

るべきではないことを明確にしておきたい。 

 以下、本件に即して具体的に述べる。 

 本件放送における田原氏の発言は、拉致被害者の生死についての事実認識と、拉致

問題に関する政治・外交方針、言論のあり方に関する状況認識をもとにジャーナリス

トとしての見解を表明し、同時に司会者として出演者である各界の論客に議論を求め

たものと理解される。 

 上記の事実認識についての発言部分については、その発言の仕方において不適切で

あったとすでに評価したところである。 

 他方、拉致問題に関する言論状況が田原氏の言うように、政府方針に反するような
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言論が事実上許されないような閉塞状況にあるかどうかにかかわらず、問題は、言論

人としてそのような危機意識を感じ、自ら正しいと考える言論を行うことを制約して

良いのかということである。委員会はそのような考え方には同意できない。 

 たしかに、この意見、論評が先に述べた「外務省も生きていないことは分かってい

る」という、人の生死に関する不適切な表現と無関係に行われたものではないことは

考慮されるべきである。 

 しかし、不適切な発言を含むものではあっても、この論評は、取材を重ねてきた一

ジャーナリストが、拉致問題に関する言論界において、政府の方針に対して異論が言

えないような状況があると考え、あえて外交交渉のあり方に別の選択肢がありうると

の見解を表明したものと受け止められる。いかに深刻な問題であっても言論は悪意に

基づくとか、著しく品位に欠けるとか、それが言論の名に値しないといった特段の事

情が認められない限り自由であるべきである。それが公共の電波で行われたからとい

うことで事情を異にするものではない。 

 異論が提起されたことによって自らの立場が否定されたとの不快の念が持たれる場

合があったとしても、メディアの世界における自由な言論は保障されなければならな

い。 

 また申立人は、田原氏が「家族会が異論を封じている」かのような発言をしている

と主張する。確かに田原氏は、田中均氏が自宅に爆発物を仕掛けられたり、当日の出

演者である拉致議連メンバーの山本一太議員らからこてんぱんにやられると発言し、

異論が言えない空気があることを指摘している。しかし、これらの発言は家族会を名

指ししたものではないから、被害当事者である家族会を同列に扱っているとは受け取

れず、申立人の主張する「家族会が異論を封じている」という趣旨の発言とは見なせ

ない。 

 さらに、委員会は、本件番組の出演者の構成について公平さを欠いていたかについ

ても検討したが、この点において番組制作の上で特段の問題があったとも言えない。 

 以上の理由により、本件申立てのうち、第２の申立てについては、委員会としては

田原氏が、ジャーナリストとしての責任において、拉致問題を見る視点について問題

提起をし、その観点から政府の方針を批判したものであって、言論の自由の範囲内に

あり、人権侵害とは認めない。 

 

２．田原発言に対する局の対応と責任 

(1）不適切な発言を防止する義務について 

 委員会は上記のとおり第１の申立てにおける田原氏の発言は申立人の心情を深く傷

つけたとして不適切と判断し、またその謝罪と説明も申立人が納得しがたい内容であ

ったとの見解を取った。第２の申立てについては、田原氏の発言について非難すべき



12 

理由がないので局の責任は問題とならない。 

 以下、第１の申立てについての局の責任の有無、程度について検討する。 

 本件では番組出演者の発言と局の責任の関係が問題となる。 

 局が番組の編成権、編集権をもって放送している以上、放送の主体はあくまで局で

ある。したがって出演者の発言についても局は責任を持たなければならない。その点

は生放送番組であっても同様である。 

 一般的には、番組で不適切な発言がなされないよう、日常的に、さらには放送前に

十分な打ち合わせや準備を行い、局として不測の事態に備える必要があろう。ヒアリ

ングにおいて局は「そのような努力をしていた」と述べている。 

 ところで、本件第１の申立てにおける田原氏の、二人の拉致被害者の生死に関する

発言については、発言自体の冒頭において、田原氏が「これを言うのはよそうと思っ

たのだが」と述べたことからも、田原氏の独自の取材に基づく発言であると見られ、

局としては全く予測できなかった発言であったと思われる。少なくとも本件では、こ

のような突発的発言を予測して事前に何らかの準備をすべきであり、またそれが可能

であったとは考えられない。 

 そうすると、局は田原氏の発言について責任を負うべき立場にあるものの、その責

任は番組編成権者、編集者としての結果責任にとどまるというべきである。 

 

(2）番組中での対応について 

 そこで局としては、結果として生放送番組で不適切な発言がなされた場合には、可

能な限り当該番組中での適切な対応ができる態勢を作っておかなければならなかった

のではないかということが問題になる。 

 局が責任を負うべき番組中で、出演者が不適切な発言をしたのであるから、局は原

則として当該番組中においてこれに対してしかるべき対応をとらなければならない。 

 局に対するヒアリングによれば、番組放送時、サブ(副調整室)にいたプロデューサ

ーは、田原氏の発言について問題を感じていたとのことである。そうであれば通常な

らスタッフの間で何らかの対応措置を取ることについてコミュニケーションが行われ、

事実確認のうえ必要が認められれば、適切な訂正、謝罪が行われるべきであろう。し

かし本件では、｢田原氏の独自取材に基づく突然の発言であり、その信憑性や根拠につ

いて現場では直ちには黒白の判断がつきかねた｣という局側の説明からも伺えるよう

に、田原氏の発言が根拠を有するものであるかのように受け止められた可能性があり、

放送終了までの間に事実確認のうえ適切な訂正、謝罪等の措置を取ることまでは困難

であったとする局の説明は理解できなくはない。 

 ただ、番組終了までの間に田原氏に対し、発言の真意についての事実確認作業さえ

全く行なわれていないことからすれば、局関係者の間において問題の重大性に関する
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認識を欠いていたと言わざるを得ない。 

 

(3）放送後の対応措置について 

 局は前記２．(2)に記したとおり、放送中にすでに問題を感じていたとのことである。

にもかかわらず実際の行動としては、放送後、発言内容について反訳を起こし、１週

間後の４月３０日にその反訳をもとに田原氏から１回目の聞き取りを行ったと述べて

いる。しかし、局がことの重大性に気づいていたのであるならば、局には同録ビデオ

が存在するのだから、反訳の出来上がりを待つまでもなく発言に至る流れや発言自体

の確認ができるはずである。４月３０日まで具体的な対応をしていないことには合理

的な理由が考えられない。プロデューサーらが番組中の田原氏の発言を聴いてその不

適切さに気づいた時点で、直ちに対応すべき課題と認識していたとすれば、田原氏に

対する裏付け事実の確認や、番組としての具体的な対応策の検討などに着手すること

ができたはずである。 

 局は５月１５日付プロデューサー名義書面において「番組として確認できていない

内容が放送されたことにより…『拉致被害者がすでに亡くなっているように扱った』

とのご不快の念を抱かせてしまったことにつきましては、本意ではないとはいえ番組

責任者として誠に申し訳なく存じております」として謝罪の意思を示している。家族

会などからの抗議文は５月１１日付であり、その抗議文を受けて４日後には謝罪の回

答書面を送付したことになる。 

 しかし、田原氏への事情聴取が行われた４月３０日から２週間、４月２４日の放送

日からは３週間を経過しての対応であった。これが局からの当事者に対する最初の具

体的行動であり、結果的にはその時まで当事者に対し何らの対応を取ることがなかっ

た。そのスピード感覚の欠如には、やはり疑問を感じざるを得ない。局関係者の間に

事の深刻さや重大性に関する認識が欠けており、それゆえに迅速・的確な対応を取れ

なかったのではないかとの疑いを持たれてもやむを得ないところである。 

 

(4) プロデューサー名義の回答と謝罪放送について 

 局の５月１５日付プロデューサー名義の書面及び５月２９日の番組冒頭での局とし

てのお詫びでは、いずれも、田原氏の発言内容を局として事実確認できていないとし、

そのような内容が放送されたことについて詫びている。 

 このうち、５月１５日付プロデューサー名義の書面は、「本意ではないとはいえ」な

どとしている点において、拉致被害者家族からすると「言い訳」のように感じられる

文言があるが、局としては自ら発言した訳ではないから謝罪の内容として不十分とま

では言えない。 

 しかし、５月２９日の番組冒頭での謝罪の行い方について以下のような問題を指摘
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できる。 

 まず、局および田原氏自身が拉致被害者家族らの心を傷つけたとして謝罪している

が、拉致被害者家族に対して謝罪の意思が的確に伝わるような謝罪放送の実施方法で

あったかについては疑問を感じざるを得ない。 

 謝罪放送をするべき重大な問題であるとの認識があるのであれば、事前に謝罪放送

の実施方法や内容について局と田原氏は十分な打ち合わせをしておくはずである。と

ころが、５月２９日の番組冒頭での謝罪では、まず渡辺アナウンサーが「田原さんか

ら説明があります。お願いします」と述べると、田原氏は、「渡辺さん先にやるんじゃ

ないの？」と述べた。謝罪の意思を的確に伝えるというのであればそのような混乱が

生じるとは思われない。 

 さらに、田原氏の謝罪に続いて渡辺アナウンサーが「テレビ朝日としてもですね、

拉致被害者の方々が亡くなっているというような事実は全く確認しておりません」と

述べると、田原氏は突然割って入り、「僕が言ったんだよ。テレビ朝日じゃなくて僕が

言ったんです」と述べている。 

 事柄の性格上、アドリブ的なパフォーマンスは不必要だし、不適切でもある。 

 田原氏としては、この発言は、自らの独自取材に基づき、自らの責任において行っ

たものである以上、局に第１次的な責任はないといいたかったものと推測されるが、

そうであれば、事前にそのような打合せが行われていてしかるべきであろう。このよ

うなやりとりは、謝罪放送をするまでに十分な時間があり、局と田原氏との間でどの

ような趣旨でどのような内容の謝罪放送をするべきか十分打ち合わせが可能であった

のに、そのような事前の準備を怠っていたことを伺わせる。そしてそれにより、局お

よび田原氏の謝罪が真摯なものであったのかについて疑問を感じさせる結果となって

いる。実際、拉致被害者家族はこの謝罪放送を謝罪として受け入れられないとしてい

る。 

 謝罪放送はその内容および対応の如何によっては良心の自由にも関わる重大な問題

を含むもので、他者からこれを命じることは容易に認められない。しかし、本件では、

局および田原氏は謝罪すべき事態であると認めたのである。そうであれば、自ら必要

と認めた謝罪の意思が的確に伝わるような方法を採用すべきであった。 

 本件放送後の対応に関する上記の経過を見るとき、問題の重大性に鑑みれば、局の

対応が迅速性に欠け、謝罪放送の実施方法に関しても謝罪の意思が的確に伝わるもの

でなかった点において不適切な部分があり、放送倫理上問題があったと言わざるを得

ない。 

 

(5) 謝罪、発言の撤回等に関する局の責任について 

 申立人は、局が、田原氏に対しさらなる謝罪、発言の撤回もしくは発言の根拠の開
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示を求め、その結果を放送することなどを求めているので、これについての判断を示

すこととする。 

 まず、謝罪についてであるが、局と田原氏の協議を経たうえでの田原氏の自発的意

思による謝罪は上記のとおり５月２９日の謝罪放送で行われたところである。その実

施方法について問題があったことは上記のとおりである。しかし、さらなる謝罪を行

なうかどうかは田原氏の判断に委ねられるべきことであり、委員会としてはこれ以上

のことを局に要求することはできない。 

 次に、申立人は「発言を撤回させよ」「撤回しないのであれば発言の根拠を明示させ

よ」と、局に要求している。委員会は、本件における田原氏の発言が不適切であると

判断したところであり、このような要求をする申立人の気持は十分に理解できる。 

 しかし、局の対応は時間的に遅れたとしても、田原氏に対して数次にわたって事情

聴取を行い、また局の取材網を動員して事実の確認にあたり、その結果、「拉致被害者

が生きていないという事実は確認できなかった」として、局としてその結論を番組中

で公表し謝罪している。 

 本件番組の司会者であると同時に独立したジャーナリストでもある田原氏との関係

において、局がなしうることとしてはこれが限界であると判断せざるをえない。 

 申立人としては、局が田原氏の発言を撤回させないのであれば、委員会において、

田原氏を降板させるべきであるなどの見解表明もしくは勧告を行うことを求めている

ものと理解するが、そのようなことが委員会に課せられた任務の範囲外であることは

すでに述べたとおりである。（次頁に続く） 
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Ⅲ．結論 

 以上のような検討を経て、委員会は、第１の申立てに係る田原氏の「外務省も生き

ていないことは分かっている」との発言が、拉致被害者の生死という重大な問題につ

いて根拠を示すことなく「生きていない」と断定した点において、被害者家族に対す

る配慮を欠き不適切であると認定した。 

 第２の申立てについては、このような論評によって受ける申立人の懸念、不安、さ

らに怒りについて理解はできるものの、田原氏の発言は言論の自由の範囲内にあり、

人権侵害とは認められないと判断した。したがって被申立人には責任はない。 

 第１の申立てに係る田原氏の発言についての、放送前、番組中、放送後の局の対応

については、Ⅱ．２ において検討したとおり、事柄の重大性、申立人の心情が著しく

傷つけられたということからみた場合、迅速性に欠ける点と謝罪放送の実施方法に不

適切な部分があった点において批判を受けてもやむを得ないものであり、放送倫理上

の問題があったと判断した。 

 被申立人に対しては、この決定の主旨を放送するとともに、このような不測の発言

で当事者の心情を害することがないように配慮すべきはもちろんであるが、いったん

突発的な事態が起こったときには、速やかに適切な処置を取り、当事者に対する説明

責任を果たし、謝罪が必要な場合にはその意思が的確に伝わるような対応をし、報道

に対する信頼が確保されるよう一層の努力を求めるものである。 

 なお、さらなる謝罪放送等を求めていることについてはその必要を認めない。  

 

 

  

 本決定には以下の補足意見がある。 

  

 本件申立ては、申立人家族連絡会の被申立人放送局に対するものである。結論とし

ては、本決定と同意見ではあるが、なお、田原氏との関係においては、田原氏に名指

しで指名された家族の固有の、名誉その他の権利利益の侵害を認める余地があると考

える。 

 これが認められるとすると、田原氏において、取材源を秘匿しつつ、その発言の真

実性、相当性の立証、公正な論評の法理の適用または社会的相当性の存否が検討され

ることになると解される。 

 しかし、これらのことは、申立人家族連絡会における本件申立ての趣旨を超えるも

のであるので、補足意見としてとどめておきたい。 

 （三宅弘委員） 
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Ⅳ．審理経過 

 

年 月 日 審 理 内 容 等 
２００９年 

６月１０日 
家族会と救う会、放送人権委員会に「申立書」を提出 

6 月１８日 
 

申立人側と局側で話し合いの場が持たれたが、事態に進展な

し 
7 月１５日 

 

 

申立人側、改めて審理開始を要請。委員会からテレビ朝日に

対し｢交渉の経緯と局側の見解」ならびに番組同録 DVD の提

出を要請 
７月３０日 テレビ朝日、「交渉の経緯と局の見解」ならびに関連資料、番

組同録ＤＶＤを提出 

８月 ４日 

 

第１５１回放送人権委員会。家族会からの申立てとして審理入

りを決定 

８月 ６日 

 

 

申立人（家族会）と被申立人（テレビ朝日）に対し審理入りを

通知 

被申立人に｢答弁書｣提出を要請 

８月１８日 

 

被申立人より「答弁書」ならびに関連資料提出 

申立人に｢答弁書｣を送付し、「反論書」の提出を要請 

８月１８日 第１５２回放送人権委員会 事務局より資料説明 

８月２６日 

 

申立人より「反論書」提出 

被申立人に｢反論書｣を送付し、「再答弁書」の提出を要請 

９月 ９日 被申立人より「再答弁書」提出。申立人に｢再答弁書｣を送付 

９月１５日 第１５３回放送人権委員会 論点整理 

１０月２０日 第１５４回放送人権委員会 審理 

１１月１７日 第１５５回放送人権委員会 審理 

１２月１５日 第１５６回放送人権委員会 ヒアリングと審理 

２０１０年 

１月 ７日 
第１回起草委員会  ｢委員会決定」案の起草 

１月１９日 第１５７回放送人権委員会 ｢委員会決定」案の検討 

２月１１日 第２回起草委員会  ｢委員会決定」修正案の検討 

２月１６日 

 

第１５８回放送人権委員会 ｢委員会決定」修正案を基本的に

了承 

３月 ３日 持ち回り委員会で「委員会決定」を最終了承 

３月１０日 ｢委員会決定」の通知･公表 
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